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Ⅰ 総論 

１ はじめに 

 我が国における急速な少子化の進行、家庭・地域を取り巻く環境の変化に対応す

るため、社会全体で次の世代を担う子どもたちが健やかに育てられる環境の整備に

取り組んでいくことが求められています。 

平成１５年７月に「次世代育成支援対策推進法」が制定され、当初、平成２７年

度をもって失効する予定であった同法は、仕事と子育てが両立できる雇用環境の改

善、充実への取り組みが求められているとして、令和７年３月まで１０年間その期

限を延長されています。 

 この法律では、国、地方公共団体等を「特定事業主」と定め、一つの事業主とし

ての立場から、自らの職員の子どもたちの健やかな育成のための行動計画を策定す

るように義務付けられています。 

 更に、平成２７年９月には、女性の職業生活における活躍の推進を目的とした「女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が施行され、次世代育成支援対策

推進法と同様に、特定事業主に対して女性職員の活躍推進のための行動計画の策定

を義務付けました。 

 大網白里市においては、これまで、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業

主行動計画と女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業

主行動計画を策定し、職員の仕事と子育ての両立支援や女性職員の職業生活におけ

る活躍の推進について、各目標を定め、その実現に向け取り組んできました。 

今回、２つの特定事業主行動計画の更新にあたり、各目標の達成に向けた更なる

取組を実施していくため、互いに関連のある２つの特定事業主行動計画を統合し、

新たに「大網白里市特定事業主行動計画」として策定することとしました。 

職員一人ひとりがこの計画の目的を理解し、仕事と子育ての両立だけでなく、全

ての職員が仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現し、いきいきと

働き続けられる職場環境と女性職員が活躍できる組織の実現に向けて、一丸となっ

て取り組んでいきます。 

 

                     令和４年３月 

                        大網白里市長 

                        大網白里市議会議長 

                        大網白里市教育委員会 

                        大網白里市選挙管理委員会 

                        大網白里市代表監査委員 

                        大網白里市農業委員会 



 

2 
 

２ 計画の期間 

  本計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

 

３ 計画の対象 

  原則として市長事務部局をはじめ議会、教育委員会と各行政委員会で働く全て

の職員を対象とします。 

   

４ 計画の推進体制 

（１）計画の策定・推進及び見直しのための体制 

   この計画を円滑かつ効果的に推進するため、年度ごとに目標の達成状況を把

握し、各種制度改正や職員のニーズを踏まえつつ、本計画の実効性を確保する

よう必要な見直しに努めます。 

 

（２）職員に対する情報提供及び相談対応 

   次世代育成支援対策に関する情報提供を行うとともに、管理職をはじめ職員

に対しては必要な研修等を実施します（啓発資料や行動計画についてグループ

ウェア等を活用して周知します。）。 

   また、仕事と子育ての両立支援についての相談（情報提供）窓口を設置し、

職員が子育てに関して、気軽に相談ができる体制を整備します。 

 

５ 管理職の役割 

  管理職は、部下職員が子育ての事情により業務上の配慮を必要とする場合には、

各自が職場内の相談窓口として、重要な役割を担います。 

  職場内では相談に適切に対応するため、各種制度を正しく理解し、日頃から相

談しやすい雰囲気づくりに努めるとともに、該当職員への配慮や、制度の積極的

な利用について働きかけるものとします。 
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Ⅱ 具体的な内容 

１ 職員の勤務環境に関する事項 

  仕事と子育ての両立を支援するため、家庭よりも仕事優先、育児は女性がする

ものという考え方についての意識を改め、男性（父親）の積極的な育児参加の奨

励、育児休業・休暇を取得しやすい環境づくり等、多様な働き方の実現に向けて

以下の取り組みを進めます。 

 

（１）子育て等に関する制度の周知 

 ① 妊娠・出産・子育てに関する特別休暇や育児休業等、出産にかかる給付制度

等の経済的な支援措置など、仕事と育児の両立を支援する制度についてグルー

プウェア等を活用して周知します。 

 ② 新規採用職員や自身の妊娠又は配偶者の妊娠を申し出た職員に対しては、個

別に育児休業等の制度、手続きについて説明を行います。 

 ③ 産前・産後休暇に伴う会計年度任用職員等の活用を図ります。 

 

（２）妊娠中及び出産後における配慮 

 ① 妊娠中及び出産後の職員がいる職場においては、当該職員の健康や安全に配

慮し、業務分担の見直しを行います。また、妊産婦の深夜業の制限（免除）を

するなど配慮します。 

 ② 妊娠中の職員に対しては、原則として時間外勤務や緊急招集を命じないこと

とします。 

    

（３）男性職員の育児参加休暇等の取得の促進 

 ① 配偶者の産前・産後期間における男性職員の取得可能な休暇制度について、

職員に周知するとともに、職場内での取得、利用を促進します。 

 ② 育児には家庭のサポートだけではなく、職場のサポートも必要となることか

ら、職場全体で子育てのための休暇を取得しやすい環境づくりに努めます。 

 

（４）育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

 ① 育児休業、部分休業制度等の周知 

   育児休業等に関する制度の周知を図るとともに、特に男性職員の育児休業等

の取得を PR します。 

 ② 育児休業及び部分休業を取得しやすい環境づくり 

   育児休業及び部分休業に対する職員の意識改革を進め、育児休業等を取得し

やすい環境の整備に努めます。 
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 ③ 育児休業に伴う会計年度任用職員等の活用 

   職場内の人員配置によって、育児休業中の職員の業務を遂行することが困難

なときは、会計年度任用職員等の活用などにより適切な人員の確保を図ります。 

 ④ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

   管理職は相談窓口として、育児休業中の職員がスムーズに職場復帰ができる

よう、職場の情報等を定期的に提供するとともに、復職のための実践プログラ

ム等の機会創出に努めます。また、復職後においても必要に応じて研修を実施

するほか、業務分担の調整、その他必要な支援相談を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）時間外勤務の縮減 

 ① 定時退庁日（ノー残業デー）等の実施 

  ア 定時退庁日として毎週水曜日をノー残業デーに設定し、グループウェア等

を活用した周知により、定時退庁を促します。 

  イ 管理職は所属職員に呼びかけを行い、ノー残業デーの定時退庁を図ります。 

  ウ 定時退庁のできない職員が多い職場を把握し、業務調整や会議を通じて、

定時退庁を促します。 

 ② 事務の簡素合理化の促進 

  ア 効率的な事務遂行を図るため、全庁的に事務の簡素合理化に取り組みます。 

  イ 新たに行事等を実施する際は、目的、効果、必要性等について十分検討し、

特定の職員に業務が集中しないよう、全庁的な協力体制により取り組むもの

とします。 

  ウ 会議や打合せについては、電子メール、グループウェア等を活用するほか、

会議資料の事前配付により、短時間で効率よく行います。 

 ③ 時間外勤務縮減のための意識啓発等 

  ア 時間外勤務の縮減は、子育て中の職員はもちろん、全ての職員に関わる問

題です。時間外勤務の縮減に向けて意識の改革と啓発に努めます。 

  イ 時間外勤務の多い部署の管理職へヒアリングを実施し、注意喚起、業務の

（目 標） 

※ 職員が安心して育児を行えるよう支援し、女性職員の育児休業取得率

１００％を維持しつつ、令和８年度までに男性職員の育児休業取得率が

３０％以上となるよう努めます。 

参考 令和２年度実績  

女性職員の育児休業取得率 １００％ 

男性職員の育児休業取得率   ０％  
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検証及び改善策の検討を行います。 

  ウ 管理職は、率先して早期退庁するとともに、勤務時間外における会議や打

合せを自粛するなど、職員が早期退庁しやすい環境づくりに努めます。 

 ④ 健康面についての配慮 

  ア 所属長は、長時間の時間外勤務をさせた場合は、勤務の状況や休暇の取得

状況等に十分注意しながら、健康状態の変化を把握し、必要に応じて健康相

談の活用等適切な対応に努めます。 

  イ 任命権者は、特定の期間における時間外勤務が一定の時間（１か月１００

時間、１か月平均８０時間）を超える職員について、産業医による面接指導

を実施します。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

（６）年次休暇等の取得の促進 

 ① 年次休暇の取得の促進 

  ア 子育てに関して、計画的かつ公平な休暇の取得の促進ができるように、職

員間や職場内での調整について、注意喚起を行います。 

  イ 所属長は、各職場における業務計画を策定した上で部下職員に周知すると

ともに、事務処理において繁忙期における対応として、相互応援体制を指示

するなど、職員の計画的かつ公平な年次休暇の取得の促進に努めます。 

  ウ 管理職は、自ら率先して年次休暇を取得するとともに、取得率の低い職場

については状況の把握に努めるとともに、状況に応じて注意喚起を行います。 

 ② 連続休暇の取得の促進 

  ア ゴールデンウィーク、シルバーウィークの前後や夏季休暇期間中における

休暇の取得、勤続周年（１５年及び２５年）の節目を利用した連続休暇の取

得について、職員の心身のリフレッシュの観点から計画的かつ公平な取得の

促進に努めます。 

  イ ゴールデンウィークやお盆の期間、シルバーウィークにおける公式行事、

会議等については、必要最低限の実施に努めます。 

（目 標） 

※ 仕事と家庭の両立が図られるよう、各職員の時間外勤務時間数につい

て、令和８年度までに年３６０時間以内となるよう努めます（通常予見

することができない事務量の大幅な増加や災害への対応等に伴う時間外

勤務時間は除きます。）。 

参考 令和２年度実績  

年３６０時間を超えた職員の数 ８人 
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 ③ 子育て休暇の取得の促進 

子どもの看護や、小・中学校等の行事の際に活用できる子育て休暇制度につ

いて周知するとともに、その取得を希望する職員に対して、取得しやすい職場 

の環境づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

（７）不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等 

 ① 働きながら不妊治療が受けられるよう、取得可能な特別休暇（出生サポート

休暇）について、職員に周知します。 

 ② 管理職をはじめ、職員に対する意識啓発等を通じて、出生サポート休暇を取

得しやすい職場環境の醸成を図ります。 

 

（８）職場優先の環境是正のための取組 

 ① 管理職を対象としたマネジメント研修、メンタルヘルス研修等を活用し、部

下職員の労務管理、公平な業務分担、モチベーションの向上につながるマネジ

メント力の向上に努めます。 

 ② 若手職員や子育て中の職員を対象とした、仕事と家庭の両立に関する講演会

や研修への参加の機会を創設し、職員が、仕事と家庭を両立しながらのキャリ

ア形成のイメージを持てるように支援を行います。 

 

（９）職場の意識改革のための取組 

 ① 仕事と家庭の両立に向けた支援の制度等について、周知を行うとともに、職

員が職場と家庭の両方において貢献でき、出産・子育てをしながら働き続ける

ことができるよう、ワーク・ライフ・バランスについて理解のある職場環境の

醸成に努めます。 

 ② 理由のない性別役割分担意識の是正のため、情報提供による意識啓発を行い

ます。 

 ③ セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント、モラルハラスメント等

の様々なハラスメントが生じないよう、全職員を対象とした研修を実施し、意

識の醸成に努めます。 

（目 標） 

※ 職員１人当たりの年次休暇の平均取得日数について、令和８年度までに

１２日以上となるよう努めます。 

参考 令和２年度実績  

年次休暇の平均取得日数 １０．４日 
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（１０）女性職員の活躍推進に向けた取組 

 ① 女性職員が十分に能力を発揮し活躍できる環境を整えるとともに、女性職員

の意識改革と能力向上を図ります。 

  ア 研修の実施等により、班長級・副課長級・課長級以上の各役職段階におけ

る人材の確保を念頭に置いた育成を行います。 

  イ 女性職員の希望を重視した班長級以上の職への配置に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 男性職員の育児休業等の取得の促進 

  ア 出産・子育てを控えている全ての職員に対し、各種両立支援制度（育児休

業、男性職員の育児参加休暇等）の活用促進に努めます。 

  イ 育児休業等の取得前後において、育児休業等からの円滑な復帰に資する研

修や所属職場との連絡体制の確保等の必要な支援を行います。 

  ウ 男性の育児休業の取得の促進に向けて、管理職を対象にした意識改革や職

場マネジメントに関する研修を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目 標） 

※ 令和８年度までに男性職員の育児休業取得率が３０％以上（再掲）とな

るよう、また、男性職員の配偶者の出産に伴う特別休暇取得率が１００％

となるよう努めます。 

参考 令和２年度実績  

        男性職員の育児休業取得率       ０％ 

        男性職員の配偶者出産休暇取得率 ６０．０％ 

（目 標） 

※ 管理的地位にある女性職員の割合について、令和８年度までに課長級

以上が１０％以上、副課長級が３０％以上、班長級が４０％以上となる

よう努めます。 

参考 令和３年４月１日時点  

管理的地位にある女性職員の割合 

課長級以上   ６．５％ 

副課長級   ２５．０％ 

班長級    ３８．９％ 
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２ その他の次世代育成支援対策に関する事項 

 地域社会の中で、子どもたちの豊かな人間性を育むための次世代育成支援対策に

ついて、事業主として以下の取組を積極的に進めます。 

 

（１）子育てバリアフリーの促進 

 ① 来庁者の多い職場において、乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレやベ

ビーベッド等の設置を計画的に行います。 

 ② 施設利用者等の実情を勘案して、授乳スペースの設置確保に努めます。 

 ③ 子ども連れでも安心して来庁できるよう、親切で丁寧な応接を心がけ、ソフ

ト面でのバリアフリー化の取組を推進します。 

 

（２）子どもや子育てに関する地域貢献活動 

 ① 子どもの体験活動等の支援 

  ア 子どもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、職場見学を実施や子

どもが参加する地域の行事・活動に対しての公共施設・用地の貸出しに努め

ます。 

  イ 子どもが参加する学習会や行事の場において、職員が専門分野を活かした

指導や出前講座等による支援を推進します。 

 

 ② 子どもを交通事故から守る活動の実施 

  ア 子どもを交通事故から守るため、交通事故防止や安全意識についての研修

への参加を通じ、安全運転の意識の醸成、徹底を図ります。 

  イ 公用車を運転する職員に対し、交通安全講習会の実施や専門機関等による

安全運転に関する研修の周知や参加を促します。 

 

 ③ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 

   子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主

的な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加

を促します。 

 

（３）子どもとふれあう機会の充実 

   市こども会の活動支援や運動会・入学式・卒業式等の学校等行事が実施され

る場合には、職員の休暇の取得による参加も含め、子どもとふれあう機会（行

事）の創出や充実の支援に努めます。 
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